
教育委員会提出議案

第35号議案

豊島区文化財の登録について（ 文化財保護審議会への諮問） について

上記の議案を提出する。

令和４年12月13日

豊島区教育委員会教育長 金 子 智 雄

（ 説 明）

豊島区文化財保護条例第23条第１項第３号の規定による諮問を行うため、本

案を提出する。

※ 第23条 審議会は、委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審

議して、答申する。

（ 資 料）

別添のとおり



豊島区文化財保護審議会への諮問（ 文化財の登録） について

１．根拠法令

豊島区文化財保護条例第23条第１項第３号による

２．諮問事項

（ １） 文化財の登録

①有形文化財（ 考古資料）

染井遺跡（ 旧丹羽家ひろば整備地区） 出土遺物 １件

３．諮問理由

別紙「 諮問書」（ 案） の通り

第35号議案 資料

令和４年第 回定例会

４．12. 13 庶務課



４ 豊教庶発第 号

令和４年１２月１３日

豊島区文化財保護審議会 様

豊島区教育委員会

豊島区文化財の登録について（ 諮問）

豊島区文化財保護条例第２３条第１項第３号の規定により、下記の候補物

件について、豊島区文化財に登録することが適当であるか諮問致します。

ご審議のほど、よろしく お願い申し上げます。

記

【 候補物件１】 有形文化財（ 考古資料）

染井遺跡（ 旧丹羽家ひろば整備地区） 出土遺物 １件

以上



【 登録候補物件１】

１．名 称 染井遺跡（ 旧丹羽家ひろば整備地区） 出土遺物

２．数 量 出土遺物１件（ 縄文時代、近世から近代の遺物） 整理箱４５箱

３．登録種別 豊島区登録有形文化財（ 考古資料）

４．所有者 豊島区

５．管理者 豊島区教育委員会

６．登録基準 「 豊島区文化財登録・ 指定基準」第一豊島区登録文化財 一豊島区登録有形

文化財 （ 五）考古資料 ア「 各時代の遺物・遺跡で学術的価値のあるもの」

およびイ「 区の歴史上重要と認められるもの」 に該当する。

７．登録理由 登録する遺物は、駒込六丁目１２番地の豊島区立門と蔵のある広場の整備事

業に先立つ発掘調査で出土した。この地域は近世には駒込村内にあたり、特に

染井通りから谷田川にかけての一帯は染井と呼ばれ、18世紀以降は植木屋が

集住する地域として発展した。本地区は丹羽姓を名乗る植木屋の敷地に該当

する。西福寺に残る「 念仏講帳」によれば丹羽家は天明６（ 1786） 年に入講し

ていることが確認されており、その頃から活躍したものと考えられる。丹羽家

は植木屋を廃業した後も屋敷地を維持していたが、幾度かの分割を経て最終

的に母屋が建っていた敷地を2008年に引き払った。この時敷地を豊島区が取

得して区立公園として整備するとともに既存の門と蔵は区の登録有形文化財

となった。なお、1989年にも本地区南側の丹羽家の屋敷地の一部で発掘調査を

実施しており、近世の植木屋の痕跡が発見されている。（『 染井Ⅱ』、出土遺物

は平成3年12月に区登録文化財）

発掘調査は公園の整備事業により掘削を行う部分を対象に実施した。調査

の結果、樹木の痕跡である植栽痕が多数検出された。植木の栽培などを行う庭

空間にあたるものと思われる。この場所から出土した遺物は、丹羽家が植木屋

として活躍していた18世紀後葉から19世紀にかけてのもので、陶磁器類を中

心として金属製品、石製品、ガラス製品などがある。遺物のなかでも、転用品

を含む植木鉢類が特に多く出土しており、本地区17号遺構出土遺物はその９

割近く を植木鉢が占め、鉢物生産を行う植木屋の生業を反映したものと言え

る。



さらに、本地区出土植木鉢は多様な材質や産地、形状のものがあることが特

徴である。駒込や巣鴨の植木屋の発掘調査では瀬戸・美濃産陶器や江戸在地系

土器の定型的な植木鉢が多量に出土する傾向があるが、本地区ではこれに加

えて肥前、瀬戸・ 美濃のほかか常滑（ 焼締め陶）、益子、薩摩（ 苗代川） など

多様な産地や材質、形状のものを使用している。

1989年に行なった丹羽家地区の発掘調査の出土遺物と比較すると、1989年

の出土遺物には日常生活用具が一定の割合で含まれているのに対し、本地区

では植木鉢の割合が著しく高く 、さらに植木鉢の種類も豊富である。こうした

特徴は鉢物の栽培に際し鑑賞することを意図したものが用いられたことを示

しており、同じ屋敷内であっても場所により使用される器が異なっていたこ

とを反映していると考えられる。このように、本地区出土遺物は近世の植木屋

の生業を反映するとともに土地利用の状況を復元する手掛かりとなる貴重な

資料である。

近世以前の遺物では、縄文時代中期末の土器（ 加曽利Ｅ４）と打製石斧があ

る。本地区で縄文時代の遺構は発見されていないが、本地区北東側の発掘調査

（『 染井Ⅰ』）でＥ４式期の竪穴住居があり、該期遺跡の広がりを示すものとい

える。

このように、本地区の出土遺物は、縄文時代および江戸時代の駒込地区の

人々 の生活と文化を知る上で、欠く ことのできない文化的な財産である。

８．参考資料 『 染井ⅩⅩⅢ 東京都豊島区・ 染井遺跡（ 旧丹羽家ひろば整備地区）の発掘

調査』 豊島区教育委員会2012年１月

『 染井Ⅱ 染井遺跡（ 丹羽家地区）発掘調査の記録』豊島区教育委員会1991

年3月

『 染井Ⅰ 染井遺跡（ 日本郵船地区）発掘調査の記録』豊島区教育委員会1990

年8月





門と蔵のある広場

江戸(東京） 在地系土器植木鉢
植木屋で一般的に大量に出土するタイプ

瀬戸・ 美濃産陶器植木鉢
植木屋で一般的に大量に出土するタイプ

常滑産焼き締め陶器植木鉢

肥前産磁器植木鉢

瀬戸・ 美濃産磁器植木鉢

薩摩（ 苗代川） 産陶器植木鉢

瀬戸・ 美濃産陶器植木鉢 縄文時代の遺物（ 左:石 右:土器）








